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１ 中期目標期間見込み評価の方法 

 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター評価委員会（以下「評価委員会」とい

う。）においては、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 28 条第 1 項第 2

号の規定に基づき、地方独立行政法人りんくう総合医療センター（以下「法人」とい

う。）の第３期中期目標期間の業務の実績に関する見込み評価を次のとおり行った。 

 

(1)  評価の基本方針 

中期目標及び中期計画の達成状況等を踏まえ、法人の業務運営等について多面的 

な観点から総合的に評価を行い、法人の継続的な質的向上に資するものとし、業務

運営の改善や効率化等の特色ある取組や様々な工夫を積極的に評価するものとする。

また、評価を通じて、中期目標及び中期計画の達成に向けた取組状況等を市民にわ

かりやすく示すものとする。 

 

(2)  評価の方法 

  評価は、「項目別評価」（大項目評価）と「全体評価」により行う。 

「項目別評価」では、各事業年度の評価結果を踏まえつつ、法人から提出された

中期目標期間の業務実績に関する報告書を確認及び分析し、当該期間における中期

目標の達成状況について、５段階による評価を行う。 

「全体評価」では、項目別評価（大項目評価）の結果を踏まえ、当該中期目標期

間における業務実績全体について記述式による総合的な評価を行う。 

その評価にあたり、項目別の結果とともに、特筆すべき取り組みや今後改善を期

待する取り組みなどについて記載するものとする。 

なお、上記（1）評価の基本方針及び（2）評価の方法については、平成 23 年 8 月

31 日評価委員会において決定した「地方独立行政法人りんくう総合医療センターに

対する評価の基本方針」及び平成 28 年 7 月 22 日評価委員会において決定した「地

方独立行政法人りんくう総合医療センターの中期目標期間評価実施要領」に基づく

ものである。 

 

２ 全体評価 

(1) 評価結果と判断理由 

地方独立行政法人りんくう総合医療センターの第３期中期目標期間に係る業務の

実績に関する見込み評価は、「概ね目標どおり達成している。」とする。 

大項目評価において、第１住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項についての大項目評価は、令和 3 年度から順に、Ａ、Ａ、Ｂ、Ａと 

 中期目標・中期計画の達成に向けて「計画どおり進んでいる（Ａ）」３年か「概ね計

画どおり進んでいる（Ｂ）」１年であり、第２業務運営の改善及び効率化に関する事

項についての大項目評価は、すべての年度において「計画どおり進んでいる（Ａ）」
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であることから、「目標どおり達成している（Ａ）」と判断する。第３財務内容の改

善に関する事項についての大項目評価は、令和 3 年度から順に、Ａ、Ａ、Ｃ、Ｃと

「計画どおり進んでいる（Ａ）」が２年と直近２年が「やや遅れている（Ｃ）」が続

いている状況であることも勘案し、「目標を十分に達成していない（Ｃ）」と判断す

る。また、第４その他業務運営に関する事項についての大項目評価は、すべての年

度においてＡ評価であることから、「目標どおり達成している。」と判断する。 

以上の大項目評価結果を踏まえて、第４期中期目標期間での資金収支の改善等の

課題はあるものの、第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する見込み評価は、

業務実績全体について総合的に判断し、「概ね目標どおり達成している。」とするも

のである。 

 

(2) 全体評価にあたって考慮した事項 

①  市から示された中期目標を達成するため、地方独立行政法人制度の特長であ

る機動性・弾力性を最大限に発揮して、迅速な意思決定により契約、予算執

行、人材確保等を行い、中期計画における目標達成に向けて、職員一丸とな

って円滑な病院運営に努めており、地域住民への安全・安心な医療の提供及

び住民の健康の保持をより一層図ってきたところであり、評価できるもので

ある。 

②  期間前半は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった期間であったが、

地域での感染対策の指導的役割を担い、地元医師会や市をはじめ関係機関と

連携、協力しながら体制を整備し、地域外来・検査センターでの PCR 検査や

ワクチン接種のほか、陽性患者、特に重症患者の受け入れ体制を継続し、特

定感染症指定医療機関としての役割を果たしたことは、評価できるものであ

る。 

③   人件費の上昇や物価の高騰、控除対象外消費税の影響などにより、新型コロ

ナウイルス感染症関係の補助金がほぼ終了した令和５年度以降、収支不足の

状況となっているが、第 3 期中期計画と「地域医療連携推進法人の設立」や

「医師の働き方改革」など中期計画で不足している新たな取組みを補完する

ため令和６年３月に策定した経営強化プランに沿って、効果的な医療機能の

充実を図り、効率的な病院運営に取り組んだことで、医業収益がコロナ禍前

を超える水準で好調に推移していることについては、評価できるものである。 

④   質の高い医療の提供ため、地域医療機関との役割分担のもと、引き続き公的

病院としての役割を果たすため、災害医療、救急医療、小児・周産期医療、

高度専門医療及び先進医療の充実に取り組んだことはもとより、インフォー

ムド・コンセントの徹底、セカンドオピニオンの強化、クリニカルパスの活

用の推進、患者サポートセンターによる支援など、きめ細かな医療サービス

の提供、患者中心の医療を推進したことは、評価できるものである。 
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３ 大項目評価 

 ３－１ 住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 

(1) 評価結果と判断理由 

○  大項目評価は、Ａ評価（目標どおり達成している）とする。 

①  質の高い医療の提供では、地域の医療機関との連携のもと、多様化する災

害に対応するために危機管理室を新設し、BCP（業務継続計画）や危機管理

計画を作成、災害拠点病院として非常時も継続して医療提供できるよう、各

種研修・訓練などを実施。院内 DMAT 事務局を立ち上げ、DMAT の体制充実を

図るなど災害その他緊急時の医療への対応、救急医療、小児・周産期医療、

がん・脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする高度専門医療の提供、先進医療

の充実が図られた。 

②  救急医療については、新型コロナウイルス感染患者を受け入れながら、地

域の医療体制を維持するため二次救急、三次救急の搬送依頼に対し、最大限

の受け入れに努め、地域の三次救急医療機関として引き続き病院前医療救護

の質を保証するため、メディカルコントロール協議会において救命士の行う

病院前救護に関する活動内容の検証や教育や指導の実施について中心的役

割を果たし、地域の救急医療の充実が図られた。 

③  医療水準の向上については、医療職等の人材確保対策として、優秀な医師、

看護師、医療技術職等の確保に努め、また職員の健康を守り、一人ひとりが

能力を最大限に発揮できるよう、医師の働き方改革に対応するとともに、ワ

ーク・ライフ・バランスの推進を図るなど働きやすい病院づくりに取り組む

とともに、医療機器、施設等の整備については、更新、改修の必要性を順位

付けし、手術支援ロボット、ハイブリッド手術装置を導入したほか、優先度

の高いものから順次実施し、機器の効率的な運用及び安全管理の徹底が図ら

れた。 

④  患者・住民サービスの向上については、自身のスマートフォンで診察待ち

の状況が確認できるサービスの継続やオンライン資格確認システムの導入

による手続き等の円滑化を図り、患者中心の医療としては、インフォーム

ド・コンセントの徹底、セカンドオピニオンの強化により、患者が納得し、

自分にあった治療法が選択できるよう、わかりやすい説明と相談が出来る体

制を整え、市事業への協力、様々な媒体での情報提供に努めるなど、患者・

住民の目線に立ったサービスが提供されている。 

⑤  地域医療機関等との連携強化については、紹介された患者の受入れ及び患

者に適した医療機関への紹介を進め、紹介率及び逆紹介率の向上を図るなど

機能分担を明確にするとともに、病病・病診間の診療情報を相互共有できる

ネットワークシステム（なすびんネット）の運用拡大や、地域連携クリニカ

ルパスの拡充・高度医療機器の共同利用の促進などにより病病・病診連携を

より一層推進している。また、りんくうカンファレンスやクリニカルレベル
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アップセミナー等、地域の医療従事者を対象とした研修会を開催するなど、

地域の医療機関との連携及び協力体制の充実が図られた。 

 

(2) 評価委員会の意見、指摘等 

   ① 

   ② 

 

 ３－２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

(1)  評価結果と判断理由 

○  大項目評価は、Ａ評価（目標どおり達成している）とする。 

①  運営管理体制の確立については、理事長を中心に外部理事及び監事を含め

た理事会、監事による定期監査を毎月開催し、病院幹部で構成される幹部会、

各部門の代表が参加する運営会議、診療科部長会などを定例開催し、経営状

況等の報告、課題の共有等を行った。また、内部統制課を設置し内部監査の

強化やハラスメントに対する対応などコンプライアンスの推進に努めると

ともに、法令及び行動規範遵守の重要性を全職員が認識及び実践するため、

各種研修制度により職員意識の向上が図られた。 

②  効率的・効果的な業務運営については、職員一人ひとりがその使命を理解

し、期待される役割を自ら考え行動できるよう職員の意識改革を進め、経営

マインドを持った人材を育てるため、院内各局が参加するワーキングチーム

を設置し、人材育成方針・人材育成計画を策定し、医療職、医療技術職につ

いては各部門で専門性に応じた研修を実施した。また、教育研修委員会が中

心となって、職種横断的な研修体制を整備し、チーム医療の充実に向けた取

り組みを行うとともに、多職種による症例検討会を定期的に開催することに

より、職員の能力向上が図られた。 

 

（2）評価委員会の意見、指摘等 

   ① 

   ② 

 

 ３－３ 財務内容の改善に関する事項 

(1)  評価結果と判断理由（評価できる点） 

○ 大項目評価は、Ｃ評価（目標を十分に達成していない）とする。 

①  営業収益は増加したが、人件費の上昇や物価の高騰に伴う給与費や材料費

等の大幅な増加や控除対象外消費税の影響などにより、新型コロナウイル

ス感染症関連の補助金がほぼ終了した令和５年度以降、収支不足の状況と

なっている。キャッシュフローでは、令和５年度以降、大きく減少し、令

和６年度では５億 5,700 万円となっている。 
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②  収入の確保と費用の節減については、新型コロナウイルス感染症の収束と

ともに関連補助金の交付が縮小、終了となったものの、令和３年度以降は

各年度で前年度を超える稼働額と確保し、令和 6 年度には外来で３７億円、

入院で１２７億円、合計１６４億円を超える稼働額となった。併せて診療

報酬の請求漏れや減点の防止、未収金の発生防止などに注力している。一

方、費用については業務委託内容の検証や後発医薬品の導入などにより経

費節減が図られた。 

 

（2） 評価委員会の意見、指摘等 

   ① 

   ② 

 

 ３－４ その他業務運営に関する重要事項 

(1)  評価結果と判断理由 

○  大項目評価は、Ａ評価（目標どおり達成している）とする。 

①  感染症対策については、 新型コロナウイルス感染症においては地域での

感染対策の指導的な役割を果たすため、地元医師会、検疫所、保健所、市

などと連携協力しながら対応できる体制を整備した。新型コロナウイルス

感染症患者への対応として、「地域外来・検査センター」での PCR 検査やワ

クチン接種業務は、感染症法上の位置づけが５類感染症へ変更されるまで

継続実施し、また、陽性患者、特に重症患者等も積極的に受け入れ体制を

継続し、特定感染症指定医療機関としての役割を果たした。また、新たな

新興感染症等の流行に備えるため、共同運営部門である感染症センターを

独立した組織として再編し、新興感染症に対しての体制強化が図られた。 

②  国際医療交流拠点づくり地域活性化総合特区の活用及び協力については、 

大阪大学医療通訳養成コースの受講や e-ラーニングによる職員研修などを

継続して実施し、令和５年 6 月に JMIP（外国人患者受入れ医療機関認証制

度）の更新審査を受け、4 回目の更新を果たし、更新の過程で、病院内の

マニュアルを見直し、改訂版を作成するなど、外国人患者への医療サービ

スの充実が図られた。 

③  コンプライアンスの推進については、令和４年度に内部統制本部（令和７

年度から法人運営本部）を設置、内部監査の強化を図り、情報及びセキュ

リティーに関する業務を医療マネジメント課に集中一元化し、情報セキュ

リティー体制の強化にも注力し、「職業倫理とコンプライアンス」研修を実

施し、職員のコンプライアンスへの認識の向上が図られた。 

④  地域医療構想への対応については、地域の医療機関相互間の機能の分担・

連携を推進するもの制度として、国により「地域医療連携推進法人制度」

が創設されており、地域の医療機関への働きかけをはじめ、大阪府と連携
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しながら、法人の設立に向けた取り組みを開始し、泉佐野泉南医師会圏域

内の急性期病床を有する救急告示６病院により、令和７年６月に法人を設

立するなど、常に医療連携、広域連携について国の動向を注視している。 

 

（2）評価委員会の意見、指摘等 

   ① 

   ② 

 

【今後の課題】 

   次の第 4 期中期目標期間においては、急激な少子高齢化の進展や保健医療ニ

ーズの多様化がさらに進むことが見込まれる中、医療を取り巻く環境の変化に

対応しながら、高度・専門医療や地域医療の提供など、その役割を着実に果た

していかなければならない。そのためには、令和４年に示された、「持続可能

な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏ま

えて、患者や家族、地域から信頼される安全・安心で質の高い医療の継続的な

提供や、地域包括ケアシステムの推進及び地域医療構想の実現への貢献、保健

医療施策とのさらなる連携とともに、業務運営の効率化、財務内容の改善など

により、地域の医療機関、市及び大阪府と密に連携し、長期的に安定した経営

基盤を確立しなければならない。  

    このような時代の変化に機敏に対応していくためには、医療環境の変化や患

者の動向などを迅速かつ的確に把握・分析し、中期計画において検証可能な各

種指標の目標値を設定し、ＰＤＣＡサイクルによる効果検証や業務プロセスの

改善など目標管理を徹底することが重要である。 

   また、コンプライアンスの強化、働き方改革への対応、苦しい財政状況、向

かうべき厳しい医療の方向性など、全職員で課題を共有し意識しながら、急性

期病院として生き残るための方策を講じることが求められる。加えて、新型コ

ロナウイルス感染症の補助金終了、あらゆる物価の高騰、人件費の増加など病

院の経営状況は予断を許さない状況となる中、従前にも増して、効率的かつ安

定した病院運営の確保に努めなければならない。 

    以上を踏まえ、次期の中期目標期間においても、引き続き地域住民の期待と

信頼に応え、質の高い医療を安全・安心な形で患者や家族の視点に立って提供

していただきたい。 

 

 

 

 

 

 


